ＬＣＡ日本フォーラムのデータベース利用に関する覚書（文案）
　ＬＣＡ日本フォーラム（以下、「甲」という。）と○○株式会社（以下、「乙」という。）は、甲が管理、運営しているＬＣＡデータベース（以下、JLCA-DBという。）に係わる乙の行為について以下の約束を結ぶこととする。
第１条　乙は、JLCA-DBの利用において甲の会員として行うことを約する。

第２条　乙は、ＬＣＡデータベース運用規則第６条の（３）及び／又は（５）に触れる行為（以下、「データ転載サービス」という。）を行う場合は、甲に対して以下の条件を遵守することを約する。
1 乙自身のJLCA-DB利用に当たってはＬＣＡデータベース運用規則第６条の禁止規定を遵守すること。
2 乙は、第３者から乙が市販するＬＣＡソフトウェアーにJLCA-DBの一部又は全てを搭載することを要請された場合、当該第3者が甲の会員であること及び利用登録者として甲よりＬＣＡデータベース利用のＩＤ・パスワードを取得していることを確認すること。

3 前②の確認の結果、当該第３者が甲の会員でないことが判明した場合は、乙は当該第３者の要請に応じないこと。
第３条　乙は、各年度末に当該年度に行ったデータ転載サービスの件数を甲に対して報告することを約する。
第4条 本覚書に定めない事項及び本覚書に関する疑義については、甲及び乙の間で誠意をもって協議の上解決する。
第５条　本覚書の有効期間は、本覚書手交日から平成　　年３月末日までとする。ただし、甲、乙いずれからも本覚書の修正又は破棄の申し出がない場合は、本覚書は1年間自動延長したものとみなす。
平成　　年　　月　　日
　　　ＬＣＡ日本フォーラム（ＪＬＣＡ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　○　○　○　株　式　会　社

　　　会　長　　　山本　良一　印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　－　－　－　－　　　印





































































